
（1）

ド
イ
ツ
取
引
所
の
上
場
制
度
再
編

〜
ノ
イ
エ
・
マ
ル
ク
ト
消
滅
の
意
味
す
る
も
の
〜

二
上
季
代
司

ド
イ
ツ
取
引
所
は
、
昨
年
秋
に
、
新
興
市
場
と
し
て
と
り
わ
け
評
価
の
高
か
っ
た
ノ
イ
エ
・
マ
ル
ク
ト
を
二
〇
〇
三
年
末
に
閉
鎖

す
る
こ
と
を
決
め
た
。
そ
の
後
、
年
末
に
か
け
て
ノ
イ
エ
・
マ
ル
ク
ト
を
含
む
上
場
制
度
の
全
面
的
な
再
編
計
画
案
と
そ
の
た
め
の

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
規
則
改
正
（
１
）

案
を
発
表
し
た
。
世
界
的
な
Ｉ
Ｔ
バ
ブ
ル
崩
壊
の
中
で
、
ド
イ
ツ
の
ノ
イ
エ
・
マ
ル
ク
ト

も
相
場
の
下
落
、
出
来
高
や
Ｉ
Ｐ
Ｏ
件
数
の
劇
的
な
減
少
を
蒙
り
、
そ
の
閉
鎖
の
一
報
が
届
い
た
当
初
は
、
ド
イ
ツ
取
引
所
の
挫
折

と
受
け
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
再
編
計
画
を
検
討
す
る
と
、
む
し
ろ
そ
の
し
た
た
か
な
戦
略
性
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
こ
の
戦
略
性
の
発
揮
に
は
ド
イ
ツ
の
特
異
な
取
引
所
法
制
が
寄
与
し
て
い
る
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
ド
イ
ツ
取
引
所
の
上
場
制
度
再
編
計
画
を
概
観
す
る
と
と
も
に
、
迂
遠

の
よ
う
で
あ
る
が
ド
イ
ツ
の
取
引
所
法
制
に
も
言
及
し
て
み
た
い
と
思
う
。

１
　
上
場
制
度
再
編
の
内
容

こ
れ
ま
で
明
ら
か
と
な
っ
た
ド
イ
ツ
取
引
所
の
上
場
制
度
再
編
の
中
身
を
見
る
と
、
そ
の
内
容
は
次
の
三
つ
の
分
野
、
す
な
わ
ち
、

①
市
場
セ
グ
メ
ン
ト
、
②
指
数
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
、
③
指
定
ス
ポ
ン
サ
ー
制
度
、
に
わ
た
る
改
革
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
。



（
１
）
上
場
セ
グ
メ
ン
ト
の
改
革

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
の
市
場
区
分
は
、
①
主
と
し
て
大
企
業
向
け
の
「
正
式
市
場
」（A

m
tlichen

M
arkt

）、
②
中
堅

企
業
向
け
の
「
規
制
市
場
」（G

eregelten
M

arkt

）、
③
外
国
企
業
や
カ
バ
ー
ド
ワ
ラ
ン
ト
が
多
い
「
自
由
市
場
」（F

reiverkehr

）

の
三
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の
三
市
場
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
取
引
所
の
根
拠
法
と
な
っ
て
い
る
「
取
引
所
法
」（
第
三
章
、
五
章
）

に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
公
法
上
の
市
場
区
分
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
と
並
ん
で
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所

の
経
営
主
体
で
あ
る
ド
イ
ツ
取
引
所
が
私
法
上
の
契
約
に
も
と
づ
い
て
設
定
し
て
い
る
市
場
区
分
が
あ
る
。
こ
れ
が
「
ノ
イ
エ
・
マ

ル
ク
ト
」（N

euer
M

arkt
）
と
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｘ
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
規
制
市
場
」
の
上
場
企
業
の
な
か
で
、
透
明
性
や
開
示
の
上
で
国
際
基
準
を
満
た
し
た
成
長
企
業
や
外
国
企
業
向

け
に
作
ら
れ
た
市
場
区
分
が
「
ノ
イ
エ
・
マ
ル
ク
ト
」
で
あ
る
。
他
方
、「
正
式
市
場
」
や
「
規
制
市
場
」
の
上
場
企
業
の
う
ち
、

小
規
模
企
業
、
外
国
企
業
を
集
め
た
一
つ
の
特
質
の
あ
る
市
場
区
分
が
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｘ
で
あ
り
、
こ
れ
も
国
際
基
準
に
照
ら
し
た
透
明
性
、

開
示
の
条
件
を
満
た
し
た
銘
柄
群
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ノ
イ
エ
・
マ
ル
ク
ト
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｘ
の
銘
柄
群
は
、
正
式
市
場
あ
る
い
は
規
制

市
場
の
上
場
基
準
を
満
た
し
た
上
に
、
そ
れ
に
追
加
し
て
次
の
よ
う
な
国
際
標
準
の
透
明
性
・
開
示
要
件
を
満
た
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

１
　
上
場
目
論
見
書
お
よ
び
連
結
財
務
諸
表
に
国
際
会
計
基
準
（
ま
た
は
米
国
会
計
基
準
）
を
採
用
。

２
　
年
次
報
告
書
、
半
期
報
告
書
の
ほ
か
四
半
期
報
告
書
の
公
表
。

３
　
年
一
回
以
上
の
ア
ナ
リ
ス
ト
会
議
の
開
催
。

４
　
重
要
情
報
の
適
時
開
示
は
英
語
で
行
う
。

な
ど
で
あ
る
。

（2）



今
回
の
市
場
セ
グ
メ
ン
ト
改
革
の
要
点
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
規
則
（
Ｆ
Ｗ
Ｂ
規
則
）
を
改
定
し
、
正
式
市
場
と
規

制
市
場
そ
れ
ぞ
れ
を
、
さ
ら
に
「
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
、G

eneral
Standard

」
と
「
プ
ラ
イ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
、

Prim
e

Standard

」
に
細
分
し
、
プ
ラ
イ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
上
場
す
る
企
業
に
は
、
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
へ
の
上
場

要
件
に
加
え
て
、
次
の
よ
う
な
国
際
的
に
受
容
可
能
な
透
明
性
・
開
示
要
件
を
課
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

１
　
上
場
目
論
見
書
お
よ
び
連
結
財
務
諸
表
に
国
際
会
計
基
準
（
ま
た
は
米
国
会
計
基
準
）
を
採
用
（
Ｆ
Ｗ
Ｂ
規
則
六
二
条
、
七

七
条
）。

２
　
年
次
報
告
書
、
半
期
報
告
書
の
ほ
か
四
半
期
報
告
書
の
公
表
（
Ｆ
Ｗ
Ｂ
規
則
六
三
条
、
七
八
条
）。

３
　
会
社
の
重
要
日
程
の
開
示
（
年
次
株
主
総
会
や
貸
借
対
照
表
の
記
者
発
表
な
ど
、
Ｆ
Ｗ
Ｂ
規
則
六
四
条
、
七
九
条
）

４
　
年
一
回
以
上
の
ア
ナ
リ
ス
ト
会
議
の
開
催
（
Ｆ
Ｗ
Ｂ
規
則
六
五
条
、
八
〇
条
）。

５
　
重
要
情
報
の
適
時
開
示
は
英
語
で
行
う
（
Ｆ
Ｗ
Ｂ
規
則
六
六
条
、
八
一
条
）。

な
ど
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
同
様
の
透
明
性
・
開
示
要
件
を
課
し
て
来
た
ノ
イ
エ
・
マ
ル
ク
ト
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｘ
は
「
正
式
市
場
」
お
よ

び
「
規
制
市
場
」
の
細
区
分
で
あ
る
「
プ
ラ
イ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
に
発
展
的
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
両
市
場
区

分
は
二
〇
〇
三
年
末
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
こ
の
一
年
間
に
限
っ
て
経
過
措
置
と
し
て
並
存
す
る
こ
と
に
な

る
。
な
お
、
ノ
イ
エ
・
マ
ル
ク
ト
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｘ
の
銘
柄
は
、
す
で
に
正
式
市
場
あ
る
い
は
規
制
市
場
の
上
場
要
件
を
満
た
し
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
両
市
場
が
閉
鎖
さ
れ
て
も
、
正
式
市
場
あ
る
い
は
規
制
市
場
の
「
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
も
し
く
は
「
プ

ラ
イ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
の
上
場
企
業
と
し
て
引
き
続
き
取
引
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
上
場
企
業
と
し
て
の
ス
テ
イ
タ
ス
や
市
場

流
動
性
を
失
う
わ
け
で
は
な
い
。

（3）



（
２
）
指
数
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
改
革

こ
れ
に
伴
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
株
価
指
数
の
枠
組
み
も
大
幅
に
変
更
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
従
来
の
株
価
指
数
は
、
正
式
市
場
や

規
制
市
場
の
相
場
欄
か
ら
計
算
さ
れ
た
株
価
指
数
（
Ｄ
Ａ
Ｘ
三
〇
、
Ｍ
Ｄ
Ａ
Ｘ
七
〇
、
Ｄ
Ａ
Ｘ
一
〇
〇
）
の
ほ
か
、
ノ
イ
エ
・
マ
ル

ク
ト
の
相
場
欄
か
ら
は
別
の
株
価
指
数
Ｎ
Ｅ
Ｍ
Ａ
Ｘ
五
〇
、
Ｎ
Ｅ
Ｍ
Ａ
Ｘ
Ａ
ｌ
ｌ
Ｓ
ｈ
ａ
ｒ
ｅ
、
そ
し
て
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｘ
の
相
場
欄
か
ら

は
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｘ
、
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｘ
が
計
算
さ
れ
て
き
た
。
既
述
の
よ
う
に
、
ノ
イ
エ
・
マ
ル
ク
ト
の
上
場
企
業
は
同
時
に
「
規
制
市
場
」
に
、

Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｘ
上
場
企
業
は
「
正
式
市
場
」
あ
る
い
は
「
規
制
市
場
」
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
価
格
決
定
に
さ
い
し
て
は
正
式
市

場
、
規
制
市
場
の
相
場
欄
か
ら
は
ず
さ
れ
、
ノ
イ
エ
・
マ
ル
ク
ト
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｘ
の
相
場
欄
に
移
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー

ク
の
中
で
株
価
指
数
が
計
算
さ
れ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
市
場
セ
グ
メ
ン
ト
の
変
更
に
よ
り
、
従
来
の
指
数
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
破
棄
し
、
プ
ラ
イ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
銘
柄

を
対
象
に
新
し
い
指
数
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
作
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
変
更
の
ポ
イ
ン
ト
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
プ
ラ
イ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
上
場
さ
れ
る
銘
柄
群
の
中
か
ら
時
価
総
額
と
出
来
高
を
基
準
に
、

１
　
Ｄ
Ａ
Ｘ
三
〇
を
計
算
。
従
来
と
同
様
、
ブ
ル
ー
チ
ッ
プ
三
〇
銘
柄
で
構
成
さ
れ
、
変
更
な
し
。

２
　
Ｄ
Ａ
Ｘ
三
〇
以
下
の
も
の
は
伝
統
的
（C

lassic
）
セ
ク
タ
ー
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
（T

echnology

）
セ
ク
タ
ー
に
二
分
。

３
　
Ｍ
Ｉ
Ｄ
Ａ
Ｘ
は
伝
統
的
セ
ク
タ
ー
と
し
て
計
算
、
銘
柄
数
は
七
〇
か
ら
五
〇
へ
減
少
。

４
　
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｘ
は
従
来
と
同
様
に
Ｍ
Ｉ
Ｄ
Ａ
Ｘ
の
す
ぐ
下
に
く
る
中
小
規
模
の
銘
柄
五
〇
で
構
成
。

５
　
以
上
に
対
し
て
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
セ
ク
タ
ー
と
し
て
新
た
に
Ｔ
ｅ
ｃ
Ｄ
Ａ
Ｘ
を
上
位
三
〇
銘
柄
で
新
設
。

６
　
他
方
、
プ
ラ
イ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
全
銘
柄
を
一
八
の
産
業
別
に
分
類
し
、
一
八
の
セ
ク
タ
ー
指
数
を
新
設
す
る
。

７
　
な
お
、
二
〇
〇
四
年
末
ま
で
の
経
過
措
置
と
し
て
、
ノ
イ
エ
・
マ
ル
ク
ト
の
五
〇
銘
柄
で
計
算
し
て
き
た
Ｎ
Ｅ
Ｍ
Ａ
Ｘ
は
引

（4）



き
続
き
計
算
、
配
信
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
理
由
と
し
て
、
こ
の
指
数
に
基
づ
く
金
融
商
品
の
継
続
を
保
証
す
る
た
め
、
と
さ

れ
る
。

（
３
）
指
定
ス
ポ
ン
サ
ー
制
度
の
改
革

な
お
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
で
は
、
立
会
場
取
引
の
ほ
か
電
子
取
引
シ
ス
テ
ム
Ｘ
ｅ
ｔ
ｒ
ａ
を
利
用
し
た
継
続
売
買
が

行
わ
れ
て
い
る
が
、
プ
ラ
イ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
上
場
の
要
件
と
し
て
Ｘ
ｅ
ｔ
ｒ
ａ
で
の
継
続
売
買
に
お
け
る
流
動
性
確
保
を
挙
げ

て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
指
定
ス
ポ
ン
サ
ー
制
度
（D

esignated
Sponsor

（
２
））

を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。

従
来
は
市
場
セ
グ
メ
ン
ト
別
に
指
定
ス
ポ
ン
サ
ー
を
義
務
付
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ノ
イ
エ
・
マ
ル
ク
ト
上
場
に
は
二

社
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｘ
上
場
に
は
一
社
の
指
定
ス
ポ
ン
サ
ー
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
市
場
セ
グ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
指
数
フ
レ
ー
ム
ワ

ー
ク
の
変
更
に
伴
っ
て
、
流
動
性
指
標
を
基
準
と
す
る
も
の
に
変
更
さ
れ
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ
は
、
指
定
ス
ポ
ン
サ
ー
不
要
、
カ
テ
ゴ

リ
ー
Ｂ
は
一
社
以
上
の
指
定
ス
ポ
ン
サ
ー
を
義
務
付
け
、
と
な
っ
た
。
な
お
、
流
動
性
指
標
と
し
て
、
①X

etra
L

iquidity

m
easure

（
３
）

が
一
〇
〇
ベ
ー
シ
ス
ポ
イ
ン
ト
よ
り
大
き
い
か
小
さ
い
か
、
②
一
日
平
均
の
出
来
高
が
二
五
〇
万
ユ
ー
ロ
よ
り
多
い
か
少

な
い
か
、
で
分
け
る
。
ど
ち
ら
の
指
標
も
大
き
い
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ
、
そ
れ
以
外
は
Ｂ
と
な
る
。

２
　
上
場
制
度
の
「
二
重
性
」
―
―
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
と
ド
イ
ツ
取
引
所
―
―

以
上
が
、
今
回
の
ド
イ
ツ
取
引
所
上
場
制
度
再
編
の
大
略
で
あ
る
。
次
に
、
そ
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
が
、

そ
の
前
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
と
ド
イ
ツ
取
引
所
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、

（5）



ド
イ
ツ
の
上
場
制
度
（
あ
る
い
は
市
場
セ
グ
メ
ン
ト
）
に
は
公
法
に
基
づ
く
も
の
（P

ublic
law

base

）
と
私
法
に
基
づ
く
も
の

（Private
law

base

）
が
あ
っ
て
、
二
重
性
を
帯
び
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
従
来
ま
で
は
正
式
市
場
、
規
制
市
場
、
自
由
市
場
の
三
区
分
と
ノ
イ
エ
・
マ
ル
ク
ト
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｘ
の
二
区
分
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
え
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
前
二
者
は
「
取
引
所
法
」
に
根
拠
を

置
く
い
わ
ば
「
公
法
」
上
の
区
分
で
あ
り
、
そ
の
上
場
承
認
主
体
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
の
機
関
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
正

式
市
場
の
場
合
は
同
取
引
所
のZulassungsstelle

（
上
場
認
可
委
員
会
）、
規
制
市
場
の
場
合
はZulassungsausschuß

（
上
場
審
査

委
員
会
）
が
上
場
を
承
認
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
自
由
市
場
や
ノ
イ
エ
・
マ
ル
ク
ト
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｘ
の
場
合
は
、

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
の
経
営
主
体
で
あ
る
ド
イ
ツ
取
引
所
（D

eutsche
B

örse
A

G

）
の
取
締
役
会
が
上
場
の
可
否
を
決
定

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
場
承
認
や
上
場
契
約
遵
守
に
つ
い
て
の
司
法
的
効
果
（
訴
訟
当
事
者
能
力
）
は
正
式
市
場
、
規
制
市
場
と

自
由
市
場
や
ノ
イ
エ
・
マ
ル
ク
ト
以
下
で
は
違
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か

と
い
え
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
取
引
所
制
度
の
歴
史
的
経
緯
に
由
来
す
る
。

ド
イ
ツ
に
お
け
る
取
引
所
法
制
は
、
取
引
所
法
（
一
八
九
六
年
施
行
）
が
基
本
法
で
あ
る
が
、
同
法
は
取
引
所
を
州
政
府
の
認
可

制
と
し
て
い
る
も
の
の
法
律
的
な
定
義
を
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
一
九
世
紀
プ
ロ
イ
セ
ン
に
よ
る
ド
イ
ツ
統
一
以
前
に

お
い
て
既
に
各
連
邦
に
複
数
の
取
引
所
が
並
立
し
て
い
た
う
え
に
そ
の
機
構
や
取
引
条
件
が
異
な
っ
て
い
た
た
め
、
立
法
者
は
必
要

最
小
限
に
と
ど
め
た
法
律
を
規
定
す
る
よ
う
に
努
め
た
か
ら
、
と
さ
れ
て
い
る
（
４
）。

し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
で
は
取
引
所
は
商
取
引
を

容
易
に
行
う
た
め
の
「
集
会
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
は
権
利
主
体
で
は
な
い
と
さ
れ
る
（
５
）。

も
っ
と
も
権
利
主
体
で
は
な
い
と
い
っ

て
も
、
取
引
所
の
一
切
の
管
理
業
務
（
会
員
に
あ
た
る
入
場
者
の
選
抜
、
取
引
所
価
格
決
定
、
証
券
の
上
場
と
そ
の
管
理
な
ど
）
は

取
引
所
理
事
会
、
名
誉
裁
判
所
、
上
場
認
可
委
員
会
な
ど
の
取
引
所
機
関
の
自
治
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
取
引
所

（6）



管
理
上
の
措
置
は
、
取
引
所
認
可
そ
れ
自
体
が
州
政
府
に
よ
る
権
利
設
定
行
為
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
行
政
行
為
」
と
み
な
さ
れ
、
こ

れ
ら
取
引
所
機
関
は
行
政
訴
訟
当
事
者
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
６
）。

他
方
、
集
会
と
し
て
の
取
引
所
を
開
催
し
、
そ
の
実
行
を
保
障
す
る
経
営
主
体
（T

räger

）
が
取
引
所
機
関
と
は
別
に
必
要
と
な

り
、
こ
の
経
営
主
体
が
私
法
上
の
訴
訟
当
事
者
と
な
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
の
場
合
、
以
前
は
商
工
会
議
所
が
そ
の
経

営
主
体
に
あ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
、
商
工
会
議
所
の
財
務
で
は
電
子
取
引
の
た
め
の
膨
大

な
シ
ス
テ
ム
投
資
を
遂
行
す
る
に
は
不
適
切
で
あ
り
、
そ
こ
で
一
九
九
〇
年
ご
ろ
に
株
式
会
社
組
織
の
ド
イ
ツ
取
引
所
を
設
立
、
こ

れ
が
現
在
で
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
の
経
営
主
体
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ド
イ
ツ
取
引
所
自
体
は
、
各
業
務

（
現
物
株
運
営
部
門
、
情
報
プ
ロ
ダ
ク
ツ
部
門
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
運
営
部
門
、
シ
ス
テ
ム
部
門
、
決
済
部
門
）
を
子
会
社
と
す
る
持

株
会
社
と
な
っ
て
お
り
、
今
回
の
改
革
案
で
は
、
主
と
し
て
現
物
株
部
門
、
指
数
計
算
を
行
う
情
報
プ
ロ
ダ
ク
ツ
部
門
が
関
わ
っ
て

く
る
こ
と
に
な
る
。

３
　
上
場
制
度
改
革
の
意
味
す
る
も
の

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
今
回
の
上
場
制
度
改
革
の
意
義
を
評
価
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
教
訓
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

ド
イ
ツ
取
引
所
自
身
は
、
今
回
の
改
革
に
よ
っ
て
「
公
法
と
契
約
的
規
則
に
基
づ
い
た
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の
よ
う
な
多
数
の
市
場
、
市

場
セ
グ
メ
ン
ト
と
各
指
数
が
よ
り
ク
リ
ア
で
一
貫
性
の
高
い
も
の
に
な
る
」
と
主
張
し
て
い
る
（
７
）。

ノ
イ
エ
・
マ
ル
ク
ト
、
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｘ

と
い
う
市
場
区
分
は
こ
れ
ま
で
私
法
上
の
契
約
的
規
則
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
今
回
、
そ
の
国
際
的
な
透
明
性
・
開
示
要
件
を

正
式
市
場
お
よ
び
規
制
市
場
の
サ
ブ
区
分
、
プ
ラ
イ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
取
り
入
れ
た
こ
と
で
、
こ
の
国
際
標
準
の
要
件
は
公
法

に
基
礎
を
お
く
も
の
に
昇
華
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ま
で
と
比
較
し
て
法
的
安
定
性
が
高
ま
る
と
い
う
効
果
が
あ
っ
た
。

（7）



他
方
、
大
方
の
見
方
は
、
Ｉ
Ｔ
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
ノ
イ
エ
・
マ
ル
ク
ト
市
場
不
振
に
よ
っ
て
発
行
会
社
、
投
資
家
の
期
待
感
が
喪

失
し
た
こ
と
に
対
す
る
対
策
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
も
、
指
数
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
一
新
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
ノ
イ
エ
・
マ
ル
ク
ト
を
対
象
と
し
た
Ｎ
Ｅ
Ｍ
Ａ
Ｘ
（
こ
れ
は
二
年
後
に
亡
く
な
る
）
に
代
え
て
新
し
い
Ｔ
ｅ
ｃ
Ｄ
Ａ

Ｘ
や
一
八
の
セ
ク
タ
ー
指
数
を
新
設
、
投
資
家
、
発
行
会
社
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。
単
に
発
行
会
社
や
投
資
家
へ

の
ア
ピ
ー
ル
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
指
数
は
外
部
の
ベ
ン
ダ
ー
な
ど
に
配
信
さ
れ
て
情
報
生
産
部
門
の
収
入
と
な
る
ほ
か
（
８
）、

そ
れ
が
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
や
上
場
投
信
の
原
資
産
と
な
っ
て
ド
イ
ツ
取
引
所
の
現
物
取
引
部
門
や
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
部
門
の
収
入
に
貢
献

す
る
、
と
い
う
因
果
関
係
に
も
な
っ
て
い
る
。

記
述
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
そ
の
特
異
な
取
引
所
法
制
に
よ
っ
て
、
当
初
か
ら
期
せ
ず
し
て
「
自
主
規
制
機
関
」
で
あ
る
証
券

取
引
所
機
関
（
取
引
所
理
事
会
や
上
場
認
可
委
員
会
な
ど
）
と
経
営
主
体
あ
る
い
は
運
営
主
体
（
ド
イ
ツ
取
引
所
）
と
が
分
離
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
時
に
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の
よ
う
な
上
場
制
度
の
原
因
と
な
る
の
だ
が
、
反
面
で
は
新
指
数
や
新
商
品
を
運
営
主

体
が
開
発
す
る
際
の
裁
量
性
を
高
め
、
弾
力
的
に
戦
略
を
立
て
る
こ
と
に
役
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

参
考
文
献

１
　R

ules
and

R
egulations

N
euer

M
arkt

(F
W

B
09e),July

1,2002.

２
　C

onditions
for

Participation
in

SM
A

X
(F

W
B

11e),July
1,2002.

３
　R
ules

for
the

R
egulated

U
nofficialM

arket
on

the
F

rankfurt
Stock

E
xchange

(F
W

B
10e),Septem

ber
2,2002.

４
　D

eutsche
B

örse,Stocks
&

standards:C
ash

m
arket-N

ew
adm

ission
standards

and
indices

create
E

urope's
m

ost
transparent

stock
m

arket,N
ovem

ber
25,2002.

（8）



５
　B

örsenordnung
für

die
F

rankfurter
W

ertpapierbörse
(F

W
B

01),January
1,2003.

（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
的
改
正
規
則
）

６
　
ハ
イ
ン
ツ
・
ブ
レ
ー
マ
ー
著
、
河
本
一
郎
・
正
亀
慶
介
訳
「
ド
イ
ツ
取
引
所
法
」『
証
券
研
究
』
三
〇
巻
、
一
九
七
一
年
、
六
二
ペ
ー
ジ
。

７
　
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
リ
ヒ
ト
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
理
事
長
）「
ド
イ
ツ
証
券
取
引
所
の
現
状
」『
証
券
経
済
時
報
』
一
七
巻
二
号
、

一
九
七
七
年
。

８
　
ド
イ
ツ
「
取
引
所
法
」（
一
九
九
八
年
九
月
改
正
）（
邦
訳
、
日
本
証
券
経
済
研
究
所
『
外
国
証
券
関
係
法
令
集
　
ド
イ
ツ
』
二
〇
〇
二
年
一
月
、

所
収
）

注（
１
）

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
の
改
正
規
則
は
す
で
に
二
〇
〇
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）

流
動
性
を
付
与
す
る
た
め
当
該
銘
柄
に
割
り
当
て
ら
れ
た
会
員
業
者
が
値
付
け
を
行
う
も
の
で
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
に
お
け

る
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
イ
カ
ー
制
度
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
通
常
は
上
場
時
の
主
幹
事
銀
行
が
担
当
す
る
。

（
３
）

こ
の
指
標
は
成
り
行
き
注
文
を
入
れ
た
と
仮
定
し
た
場
合
の
出
来
値
と
そ
の
と
き
の
最
良
気
配
の
平
均
値
と
の
差
額
で
あ
る
。
小
さ
け
れ

ば
流
動
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
。（D

eutsche
B

örse,Stocks
&

standards:C
ash

m
arket-N

ew
adm

ission
standards

and
indices

create
E

urope's
m

osttransparentstock
m

arket,N
ovem

ber
25,2002

）

（
４
）

ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
リ
ヒ
ト
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
理
事
長
―
当
時
―
）「
ド
イ
ツ
証
券
取
引
所
の
現
状
」『
証
券
経
済
時
報
』

一
七
巻
二
号
、
一
九
七
七
年
。

（
５
）

ハ
イ
ン
ツ
・
ブ
レ
ー
マ
ー
著
、
河
本
一
郎
・
正
亀
慶
介
訳
「
ド
イ
ツ
取
引
所
法
」『
証
券
研
究
』
三
〇
巻
、
一
九
七
一
年
、
六
二
ペ
ー
ジ
。

（
６
）

例
え
ば
、
取
引
入
場
（
会
員
）
へ
の
申
請
を
不
当
な
理
由
で
拒
否
さ
れ
た
と
き
は
取
引
所
理
事
会
を
、
あ
る
い
は
発
行
会
社
が
上
場
を
不

（9）



当
な
理
由
で
拒
否
さ
れ
た
と
き
は
上
場
審
査
委
員
会
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
７
）

D
eutsche

B
örse,ibid.

（
８
）

二
〇
〇
一
年
実
績
で
ド
イ
ツ
取
引
所
Ａ
Ｇ
のInform

ation
productD

ivision

の
収
入
は
一
億
九
九
〇
万
ユ
ー
ロ
を
記
録
し
、
全
収
入
の
一

四
・
四
％
を
占
め
る
（
同
マ
ニ
ュ
ア
ル
レ
ポ
ー
ト
よ
り
）。

（
に
か
み
　
き
よ
し
・
主
任
研
究
員
）

（10）


